
高齢者等利用助成について

・高齢者（７５歳以上）の市内循環バスの利用に対し、市が
100円を助成し、実質100円で利用できるようにする。

循環バス

高齢者は市からの
助成を受け利用
※実質的な割引
利用 100円/回

※将来的には、市内循環バスだけではなく、そのほかの市内の公共交通での利用促進
につながる汎用性のあるものを検討。

運行事業者には、利用運賃と
その助成部分を市が支払うこ
とにより、正規の運賃収入が
確保

利用助成分を
事業者に支払

利用助成分を
市に請求

○○会社

一般は通常運賃で
利用 200円/回

＜参考事例：越生町地域公共交通利用料金助成事業 バス利用券＞
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〇手続き方法（イメージ）
①利用助成券の交付を市役所窓口に申請

②年齢等本人が確認され、利用助成券が渡されます

③循環バス利用時に利用助成券を活用
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〇以下の助成手法（案）を念頭に、市において詳細を検討中。



〇利用助成の方法例

例１：高齢者（７５歳以上）の申請があった人に対し、市が市内
循環バス利用助成券（仮名）を発行し、利用降車時に助成
券と助成分を差し引いた利用金額(100円）を支払う。

高齢者（７５歳以上）

100円

各事業者は利用助成分
を市に請求

＋

助成券

100円分

例２：高齢者（７５歳以上）の申請があった人に対し、市があら
かじめ利用運賃負担分（100円×○○回）を預かった上で、
市内循環バス利用券（仮名）を発行し、利用降車時に利用
券を乗務員に渡す。

高齢者（７５歳以上）

各事業者は利用券分
（預かった金額+助成金
分）を市に請求

利用券

２00円分

循環バス

循環バス
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